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表紙写真：株式会社ふぉと神奈川　千葉幸太郎氏
サザンビーチちがさき花火大会

　　  公益社団法人 藤沢法人会　　  公益社団法人 藤沢法人会



　公益社団法人藤沢法人会の第６回通常総会並びに記念研修講演会が、６月13日（水）湘南クリスタルホテルで、
会員・来賓他213名出席のもと開催されました。
　総会は、田邊勝利総務委員長の司会で進行。川上彰久副会長の開会のことばに続き、司会より定足数を確認し、
総会の成立を宣言しました。次に吉岡耐子副会長より来賓が紹介され、鈴木勝貴会長が挨拶を述べられ、公務の都
合で先に退席される鈴木恒夫藤沢市長よりご祝辞を頂戴しました。
　続いて平成29年度の会員増強優秀支部表彰が行われ、澤邑重夫組織委員長より表彰内容と該当者を発表し、個
人では、３件以上の６名に表彰状、３団体に感謝状が、会長より贈呈されました（表彰状並びに感謝状贈呈者は３頁
に掲載）。
　議案審議は、鈴木会長を議長に、第一号議案・平成29年度財務諸表報告並びに監査報告に関する承認の件を上
程し、川又辰治総務副委員長より報告後、安部英夫監事より監査報告が行われ承認されました（正味財産増減計算
書は４頁に掲載）。
　次に報告事項として、平成29年度事業経過報告を伊藤和司総務委員、平成30年度事業計画を成勢啓一総務委
員、平成30年度予算を渡辺勝総務委員（正味財産増減予算書は５頁に掲載）、がそれぞれ報告を行いました。
　以上で、議案審議並びに報告を終え、次に田作有司郎・藤沢税務署長、鈴木恒夫・藤沢市長、須藤修司・藤沢商工
会議所副会頭、大野千寿子・東京地方税理士会藤沢支部長より祝辞を頂戴し、大川信乃副会長の閉会のことばで
終了しました。
　総会の前段で開催された研修講演会では、入内嶋晃事業研修委員長の司会で、博報堂ブランドデザイン若者研
究所アナリストの原田曜平氏をお招きし、「情報過多・欲望喪失も携帯世代～日本社会はどう変わるのか～」と題す
る講演を拝聴しました。
　また、総会終了後に行われた懇談会では、相原厚志副会長の開会のことばの後、川本雅美・藤沢県税事務所長に
乾杯のご発声を頂戴し、会員相互の交流を目的として懇談会が盛大に行われ、田中靖一副会長の閉会のことばで
終了しました。

第６回 通常総会・研修講演会を開催

（年度間入会数から退会数を差し引いた数値が多い上位３支部を表彰）（年度間入会数から退会数を差し引いた数値が多い上位３支部を表彰）

藤沢東支部 茅ヶ崎北東支部 藤沢西支部

大同生命保険株式会社湘南支社、ＡＩＧ損害保険株式会社藤沢支店、アフラック生命保険株式会社湘南支社

西谷　宗昭〈昭栄通信㈲〉、山﨑　正三〈㈱サンコーハウジング〉西谷　宗昭〈昭栄通信㈲〉、山﨑　正三〈㈱サンコーハウジング〉

川口　重幸〈㈱ＷＩＮ〉、澤邑　重夫〈社会保険労務士法人 澤〉、
嶋村　裕二〈㈲弘陽エンタープライズ〉、横山　　貢〈㈱なんどき〉
川口　重幸〈㈱ＷＩＮ〉、澤邑　重夫〈社会保険労務士法人 澤〉、
嶋村　裕二〈㈲弘陽エンタープライズ〉、横山　　貢〈㈱なんどき〉

☆年度間紹介社数☆（数字は紹介社数）☆年度間紹介社数☆（数字は紹介社数）

櫻井　　淳〈㈱湘南セールスプロモーション〉

長谷川一夫〈㈱長谷川土建〉

安部　英夫〈安英建設㈱〉

大川　信乃〈㈱オーカワ〉、田中　靖一〈㈱富士中商会〉、張　　幹枝〈㈾キラク〉

川上　彰久〈㈱さんこうどう〉、浅井　明美〈湘南センコー㈱〉、砂川　健太〈ネットワークプランニングサービス㈱〉、

横山　　貢〈㈱なんどき〉、加藤　　覚〈㈱カトー工業〉、仁木　芳子〈大同生命保険㈱湘南支社〉、

鳥山　優志〈ＡＩＧ損害保険㈱横浜支店〉、吉田　禎輔〈㈱ＴＳＫ〉（ＡＩＧ代理店）

鈴木　勝貴〈鈴木運輸㈱〉、和田　幸男〈㈲サンエイト〉、相原　厚志〈相和設備工業㈱〉、
田村　　進〈(宗)鵠沼伏見稲荷神社〉、田邊　勝利〈㈱田辺工務店〉、川口　重幸〈㈱ＷＩＮ〉、
小柴　智彦〈㈱ホームプラザサンヨー〉、伊藤　和司〈㈱ユーコーテレコム〉、倉知　克則〈㈲クラチ工業〉、
澤邑　重夫〈社会保険労務士法人 澤〉、河合　幸雄〈㈲三河屋〉、小川　　務〈大栄建設工業㈱〉、
加茂　正司〈カントーテクノ㈱〉、松尾　栄三〈三光化学工業㈱〉、入澤　初子〈㈲泰明商事〉、
沼上　　登〈幸友ホーム㈱〉、川口　力男〈日欧事務機㈱〉、石田　能治〈㈱オリエント総業〉、
髙木　　透〈㈱タカギフーズ〉、川延　克己〈㈲丸真運輸〉、大貫　美則〈㈱ホンダ販売神奈川〉、
木村　征夫〈㈲湘和自販〉、中村　秀信〈㈱ニッセイ〉、岩澤あゆみ〈くまじ㈱〉、玉野井　潤〈㈲ワールドタイル〉、
小島　民久〈㈲小島瓦店〉、入澤ひろみ〈㈲泰明商事〉、小谷　利雄〈㈲小谷木型製作所〉、
山口　文江〈大同生命保険㈱湘南支社〉、長谷川稚乃〈大同生命保険㈱湘南支社〉、
今津　奈央〈大同生命保険㈱湘南支社〉、鈴木　晴美〈大同生命保険㈱湘南支社〉、
大神眞理子〈大同生命保険㈱横浜支社〉森本奈緒美〈ＡＩＧ損害保険㈱藤沢支店〉、
芦田　　操〈ＡＩＧ損害保険㈱藤沢支店〉、新井　知浩〈ＡＩＧ損害保険㈱横浜支店〉、
杉本　拓也〈ＡＩＧ損害保険㈱西東京営業支店〉、岡田　朋之〈㈱アスノ〉(ＡＩＧ代理店 )、
青木　浩一〈㈲フュージョン＆エージェントサービス〉(ＡＩＧ代理店 )、山﨑友次郎〈㈱ＢＵＤＤＹ〉(ＡＩＧ代理店 )、
坪根　敬子〈㈱ＢＵＤＤＹ〉(ＡＩＧ代理店 )、福田眞之助〈㈱ほけん屋本舗〉(ＡＩＧ代理店 )、
京島　　章〈㈱ほけん屋本舗〉(ＡＩＧ代理店 )、高橋　良友〈㈱県央ウィズ〉(ＡＩＧ代理店 )、
塩澤　和史〈ＴＲＩＴＲＵＳＴ〉(ＡＩＧ代理店 )、伊藤　賢司〈㈲イトウインシュランス〉(ＡＩＧ代理店 )、
千木﨑一浩〈ＡＩＧパートナーズ㈱〉(ＡＩＧ代理店 )、井浦　一朗〈㈱グッドライフ〉(ＡＩＧ代理店 )、
眞岩　靖浩〈㈱となりに〉(ＡＩＧ代理店 )、髙村　　徹〈㈱湘南インシュアランス〉(ＡＩＧ代理店 )、
石橋　広一〈㈱やまぶきインベストメント〉(ＡＩＧ代理店 )、武村　　裕〈武村保険事務所〉(ＡＩＧ代理店 )、
丸山　道子〈㈲危機管理〉(ＡＩＧ代理店 )、加藤　浩子〈㈱アクティブ湘南〉（アフラック代理店）
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千木﨑一浩〈ＡＩＧパートナーズ㈱〉(ＡＩＧ代理店 )、井浦　一朗〈㈱グッドライフ〉(ＡＩＧ代理店 )、
眞岩　靖浩〈㈱となりに〉(ＡＩＧ代理店 )、髙村　　徹〈㈱湘南インシュアランス〉(ＡＩＧ代理店 )、
石橋　広一〈㈱やまぶきインベストメント〉(ＡＩＧ代理店 )、武村　　裕〈武村保険事務所〉(ＡＩＧ代理店 )、
丸山　道子〈㈲危機管理〉(ＡＩＧ代理店 )、加藤　浩子〈㈱アクティブ湘南〉（アフラック代理店）
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29年度新入会員紹介の優秀表彰者名 〈順不同・敬称略〉　
於・第6回通常総会

〈敬称略〉　
於・全法連・県法連功労者表彰式全法連・県法連功労者表彰者名

支部表彰

団体感謝状

全法連功労者表彰受彰者

県法連功労者表彰受彰者

個人表彰
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科　　　　　目 予算額 決算額 差　異 備　考
　Ⅰ．一般正味財産増減の部

ⅰ．経常増減の部
( ⅰ ) 経常収益

１．特定資産運用益 7,505,000 9,015,087 △ 1,510,087
（１）特定資産受取利息 35,000 30,467 4,533 利息
（２）特定資産受取賃借料 7,470,000 8,984,620 △ 1,514,620 会館テナント家賃等

２．受取会費 39,500,000 39,693,500 △ 193,500
（１）正会員受取会費 38,650,000 38,790,500 △ 140,500 年会費
（２）賛助会員受取会費 850,000 903,000 △ 53,000 年会費

３．事業収益 875,000 777,500 97,500
（１）研修会事業収益 495,000 463,500 31,500 研修会等負担金
（２）募金収益 200,000 164,000 36,000 チャリティゴルフ大会収益
（３）広告事業収益 180,000 150,000 30,000 機関誌の広告料

４．受取補助金 18,619,900 18,983,619 △ 363,719
（１）都道府県補助金 1,630,000 1,730,719 △ 100,719
（２）全法連助成金振替額 16,989,900 16,989,900 0 全法連による助成金
（３）全法連補助金 0 263,000 △ 263,000

５．雑収益 4,101,000 4,085,702 15,298
（１）受取利息 1,000 278 722 利息
（２）雑収益 4,100,000 4,085,424 14,576
　経常収益計 70,600,900 72,555,408 △ 1,954,508

（ⅱ）経常費用
給料手当 18,750,000 18,947,582 △ 197,582 職員給与手当等
退職給付費用 1,237,500 1,237,500 0 職員退職金積立
預り保証金費用 0 4,440,000 △ 4,440,000 会館テナント保証金
福利厚生費 2,920,544 2,758,087 162,457 社会保険料等
旅費交通費 3,303,160 3,417,866 △ 114,706 通勤交通費、出張旅費等
通信運搬費 4,394,270 4,411,451 △ 17,181 切手、葉書、運送料等
減価償却費 2,086,273 2,150,173 △ 63,900
消耗什器備品費 1,946,564 2,116,857 △ 170,293
消耗品費 2,886,644 2,724,468 162,176 事務用品等
修繕費 3,928,000 4,467,842 △ 539,842
印刷製本費 7,001,112 6,622,182 378,930 機関誌印刷費等
光熱水料費 553,000 643,326 △ 90,326 電気、水道代
賃借料 119,232 99,474 19,758
事務所管理費 1,506,504 1,565,089 △ 58,585
会場費 282,640 315,272 △ 32,632 会場費等
保険料 225,000 237,920 △ 12,920
諸謝金 3,513,400 3,174,834 338,566 セミナー等講師料
租税公課 1,309,800 1,231,600 78,200
会議費 7,885,200 8,345,066 △ 459,866 会議飲食代等
委託費 4,189,112 4,205,765 △ 16,653
支払負担金 1,726,520 1,701,354 25,166
支払寄付金 385,000 265,000 120,000
渉外慶弔費 300,000 273,600 26,400
表彰費 967,120 727,361 239,759
支払手数料 568,800 569,302 △ 502 顧問料、各種振込手数料他
雑費 30,000 7,296 22,704

経常費用計 72,015,395 76,656,267 △ 4,640,872
当期経常増減額 △ 1,414,495 △ 4,100,859

ⅱ．経常外増減の部
（ⅰ）経常外収益

経常外収益計 0 0
（ⅱ）経常外費用

法人税及び住民税 70,000 70,000 0
経常外費用計 70,000 70,000 0

当期経常外増減額 △ 70,000 △ 70,000 0
他会計振替額
当期一般正味財産増減額 △ 1,484,495 △ 4,170,859 2,686,364

一般正味財産期首残高 220,607,895 220,607,895
一般正味財産期末残高 219,123,400 216,437,036

Ⅱ　正味財産期末残高 219,123,400 216,437,036 2,686,364

平成 29 年度 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで （単位：円）正 味 財 産 増 減 計 算 書
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科　　　　　目 30 年度予算 29 年度予算 増　減 備　考
　Ⅰ．一般正味財産増減の部

ⅰ．経常増減の部
( ⅰ ) 経常収益

１．特定資産運用益 8,910,000 7,505,000 1,405,000
（１）特定資産受取利息 30,000 35,000 △ 5,000 利息
（２）特定資産受取賃借料 8,880,000 7,470,000 1,410,000 会館テナント家賃等

２．受取会費 38,550,000 39,500,000 △ 950,000
（１）正会員受取会費 37,650,000 38,650,000 △ 1,000,000 年会費
（２）賛助会員受取会費 900,000 850,000 50,000 年会費

３．事業収益 876,500 875,000 1,500
（１）研修会事業収益 496,500 495,000 1,500 研修会等負担金
（２）募金収益 200,000 200,000 0 チャリティーゴルフ大会収益
（３）広報事業収益 180,000 180,000 0

４．受取補助金 19,062,900 18,619,900 443,000
（１）都道府県補助金 1,630,000 1,630,000 0
（２）全法連助成金振替額 17,382,900 16,989,900 393,000 全法連による助成金
（３）全法連補助金 50,000 0 50,000

５．雑収益 1,280,500 4,101,000 △ 2,820,500
（１）受取利息 500 1,000 △ 500 利息
（２）雑収益 1,280,000 4,100,000 △ 2,820,000
　経常収益計 68,679,900 70,600,900 △ 1,921,000

（ⅱ）経常費用
給料手当 19,500,000 18,750,000 750,000 職員給与手当等
退職給付費用 1,030,000 1,237,500 △ 207,500 職員退職金積立
福利厚生費 3,030,544 2,920,544 110,000 社会保険料等
旅費交通費 2,709,160 3,303,160 △ 594,000 通勤交通費、出張旅費等
通信運搬費 4,430,620 4,394,270 36,350 切手、葉書、運送料等
減価償却費 2,145,746 2,086,273 59,473
消耗什器備品費 1,529,604 1,946,564 △ 416,960
消耗品費 2,856,284 2,886,644 △ 30,360 事務用品等
修繕費 6,408,000 3,928,000 2,480,000
印刷製本費 6,660,256 7,001,112 △ 340,856 機関誌印刷費等
光熱水料費 550,000 553,000 △ 3,000 電気、水道代
賃借料 119,232 119,232 0
事務所管理費 1,506,504 1,506,504 0
会場費 282,640 282,640 0 会場費等
保険料 225,000 225,000 0
諸謝金 3,513,400 3,513,400 0 セミナー等講師料
租税公課 1,659,800 1,309,800 350,000
会議費 7,595,360 7,885,200 △ 289,840 会議飲食代等
委託費 4,189,112 4,189,112 0
支払負担金 1,720,520 1,726,520 △ 6,000
支払寄付金 345,000 385,000 △ 40,000
渉外慶弔費 300,000 300,000 0
表彰費 927,120 967,120 △ 40,000
支払手数料 568,800 568,800 0 顧問料、各種振込手数料他
雑費 30,000 30,000 0

経常費用計 73,832,702 72,015,395 1,817,307
当期経常増減額 △ 5,152,802 △ 1,414,495 △ 3,738,307

ⅱ．経常外増減の部
（ⅰ）経常外収益

経常外収益計 0 0
（ⅱ）経常外費用

法人税及び住民税 70,000 70,000 0
経常外費用計 70,000 70,000 0

当期経常外増減額 △ 70,000 △ 70,000 0
他会計振替額
当期一般正味財産増減額 △ 5,222,802 △ 1,484,495 △ 3,738,307

一般正味財産期首残高 216,329,947 217,814,442
一般正味財産期末残高 211,107,145 216,329,947

Ⅱ　正味財産期末残高 211,107,145 216,329,947 △ 5,222,802
※当期一般正味財産増減額の△ 5,222,802 についての財源は、平成 28 年度正味財産増加額 1,872,179 円及び
　 平成 29、30 年度減価償却積立資産への積立を行わないことで正味財産減少額に充てる。※ 2,000,000 円×２年分

平成 30 年度   平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで （単位：円）正 味 財 産 増 減 予 算 書
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平成30年税制改正～「事業承継税制の特例」について
　中小企業の経営者の多くが 60 代後半となり、いかに事業を後継者に引き継ぐかが課題となっています。
今回は、平成 30 年度の税制改正で抜本的に拡充のあった「事業承継税制の特例」についてのご紹介を致し
ます。
　「事業承継税制」は平成 21 年度税制改正で創設されました。
　この制度は要件が厳しく利用者が少ないことから、利用者を増やすため、その後の税制改正で要件の緩和
が行われてきました。それでも、制度の認知度や認定件数は相変わらず低調のようです。
　そこで、現行の「事業承継税制」を原則として、平成 30 年の税制改正では「事業承継税制の特例」を創
設しました。平成 30 年 1 月 1 日から平成 39 年 12 月 31 日までの 10 年間に限定して緩和措置が行われる
こととなりました。
（1）新制度の概略
　特例後継者が先代経営者等から非上場株式を贈与等された場合、その贈与等された株式の全てに対する贈
与税・相続税はその特例後継者が亡くなるまで 100％ ( 今までは 80％ ) が猶予される、というものです。
（2）新制度の要件とは？
　①株式を贈与等する人・株式を受贈等する人の要件が拡大

贈与者等する人…　代表権を有する親族外を含む複数の株主
受贈者等する人…　代表権を有する一定の後継者で最大 3 人まで OK

　②対象株式数の上限撤廃、猶予割合を 100％に
議決権株式の全てを適用対象とし、贈与・相続とも納税猶予対象となりました。

　③雇用確保要件の見直し
5 年間の雇用確保が平均 8 割必要でしたが、未達成でも一定の書類を提出することで納税猶予は継続す
ることになりました。

　④経営環境変化に対応した減免制度の導入
非上場株式を譲渡する・合併する・廃業するなどの経営環境の変化があっても、一定の要件を満たす場
合には、売却・廃業の時の株価をもとに納税額を再計算し、一定の納税猶予税額が免除されます。

　⑤相続時精算課税制度の適用範囲の拡大
後継者が贈与者の推定相続人以外の者であっても、相続時精算課税の適用をうけることができるように
なりました。

（3）現行制度との比較

(4) 最後に
　今回の改正で、従来の「事業承継税制」の要件はそのままでより使い勝手が良くなった感があります。こ
の制度を受けるには、平成 30 年 4 月 1 日から平成 35 年 3 月 31 日までの間に「特例認定承継会社」とし
て経済産業大臣の認定を受け、税理士等の認定経営革新等支援機関が「特例承認計画書」を作成して都道府
県庁に提出する必要があります。
　全ての経営者の皆様にこの事業承継税制が有効かというわけではございませんので、ご自身の会社と個人
財産の把握を行い、最適な方法で事業承継を進めて頂きたいと考えます。

現行制度 特例制度 (平成 30年税制改正 )

適用対象株式数の上限 議決権株式総数の 3分の 2に達するまでの部分 議決権株式総数の全て

納税猶予税額の割合 贈与の場合　贈与税の 100％
相続の場合　相続税の 80％

贈与の場合　贈与税の 100％
相続の場合　相続税の 100％

贈与者・被相続人 代表権を有する先代経営者 1人のみ 代表権を有する複数人 (人数制限なし )

受贈者・相続人 代表権を有する後継者 1人のみ 代表権を有する複数人 (最大 3名 )

雇用確保要件 要件を満たせない場合は納税猶予が打ち切りとな
る。

要件を満たせない理由を都道府県に提出すれば納
税猶予は継続される。

税額の算出方法 承継時の価格で計算 株価が下がれば差額は免除

相続時精算課税制度の
適用対象者

贈与者は贈与をした年の１月１日において 60歳
以上の父母又は祖父母
受贈者は贈与を受けた年の 1月 1日において 20
歳以上の者で、贈与者の子又は孫

贈与者は贈与をした年の 1月 1日において 60歳
以上である者
受贈者は、贈与者の推定相続人以外の者 ( 同日に
おいて 20歳以上 )である特例後継者も適用対象

東京地方税理士会　藤沢支部
佐々木桂子税金よもやま話 第

99
回
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【長澤運輸事件の事案の概要】
　定年退職後、有期労働契約の嘱託社員として定年前と同一の労働の労働に従事しているのに、賃金が定年前と比べ３
割前後低下していることは、労働契約法 20 条により無効であり一般の就業規則が適用されるとして、①会社に一般の就
業規則が適用される労働契約上の地位の確認をを求めるとともに、②当該就業規則等の適用により支給されるべき賃金
と実際に支給された賃金との差額および遅延損害金の支払いを求め、③②に対する損害賠償の支払いを求めたものです。
＜争点＞
１．労働契約法 20条違反の有無について
２．労働契約法に違反する場合の労働者の労働契約法の地位について
３．不法行為の成否および損害の金額について
＜事案の経過＞
１審・東京地裁判決（16 年 5 月）は「職務が同一なのに賃金格差を設けることは、特段の事情がない限り不合理だ」
として原告側全面勝訴とした。
・労働契約上の地位については、労働契約法 20 条は民事的効力のある規定であり、違反となる部分は無効となる。無効

となった部分は正社員就業規則、賃金規定が適用される。
２審・東京高裁判決（同 11 月）は再雇用後の減額は総額で２割程度にとどまるとして「不合理はない」と結論付け、
会社側の主張を認めて「定年後の賃金減額は社会的に容認されている」として請求を棄却しました。 
・労働契約上の地位については、条文は、両者の労働条件の相違が同条に違反する場合に、当該有期契約労働者の労働

条件が比較の対象である無期契約労働者の労働条件と同一のものとなる旨を定めていない。そうすると、同条により
当該有期契約労働者の労働条件が比較の対象である無期契約労働者の労働条件と同一のものとなるものではない。

・労働契約法 20 条が適用されるが、不合理の判断要素として①職務内容・配置の変更範囲、②その他の事情を総合的に
考慮して判断するとし、①は概ね同一だが②その他の事情について検討し労働契約法 20 条に違反するとは認められな
い。

・本件有期労働契約は、高齢者雇用安定法の選択肢の一つとして締結された定年後の再雇用契約である。
・定年後再雇用契約では、賃金が引き下げられるのは公知の事実である。一方、定年後再雇用者には、在職老齢年金、

高年齢者雇用継続給付金があり、運輸業では定年前と同一の業務に従事させながら定年前に比べ賃金を引き下げてい
ることが認められるなどその他の事情を幅広く考慮した。

　最高裁判所第 2 小法廷の判決（裁判官全員一致の意見）は、「労働条件の差が不合理か否かの判断は賃金総額の比較
のみではなく、賃金項目を個別に考慮すべきだ」との判断を示した上で、賃金項目を個別に検討。「精勤手当」について、
嘱託社員に支給されない点を「不合理」と判断し、この部分の２審・東京高裁判決（2016 年 11 月）を破棄し会社に対し、
相当額の支払を命じました。その他の基本給や大半の手当については、経営判断の観点からさまざまな事情を考慮でき、
労使自治に委ねられる部分も大きく、また近く年金が支給される事情などを踏まえ、格差は「不合理ではない」として
請求を退け、精勤手当に関連する超勤手当の再計算の審理のみを同高裁に差し戻しました。
＜判断基準＞
　再雇用された嘱託社員と正社員は、職務内容と配置の変更の範囲は同一だが、賃金に関する労働条件は経営判断の観
点からさまざまな事情を考慮するべきものと言える。定年制は賃金コストを一定限度に抑制する制度で、正社員は長期
雇用を前提とするが、定年後の再雇用者は通常長期雇用を前提としない。また、再雇用者は老齢厚生年金の支給も予定
されている。こうしたことは、不合理かの判断の際に考慮する基礎として労働契約法 20 条にいう「その他の事情」となる。
賃金項目が複数ある場合、項目ごとに趣旨は異なるので、不合理かどうかは趣旨を個別に考慮する。
＜能率給・職務給＞
　正社員に支給される基本給、能率給、職務給は、嘱託社員の基本賃金、歩合給に対応しており会社は職務給がない代
わりに歩合給で労務の成果が賃金に反映されやすくなるよう工夫し、基本賃金額を定年時の基本給の水準以上とし、収
入の安定に配慮している。
　賃金は、正社員に比べ合計額は 2 ～ 12％少ないが、老齢厚生年金の支給開始まで２万円の調整金も支給され、これ
らを総合考慮すると労働条件の相違は不合理とは言えない。
＜手当の不合理性＞
　「精勤手当」は欠かさぬ出勤を奨励する趣旨のもの、嘱託社員と正社員の職務内容が同一である以上、皆勤を奨励する
必要性に相違はなく不合理と言える。「住宅手当と家族手当」は福利厚生や生活保障の趣旨のもの、嘱託社員と違い正社
員は幅広い世代が存在し生活費の補助に相応の理由がある。「役付手当」は正社員の中から指定された役付者に支給する
もの。いずれも不合理とは言えない。
　正社員の超勤手当を計算する基礎に精勤手当が含まれるが嘱託社員の時間外手当には含まれておらず、不合理と言え
る。「賞与」は多様な趣旨を含み得るもの。嘱託社員は退職金の支給、老齢厚生年金や調整金の支給が予定され、年収も
定年前の 79％程度と想定され、これらを総合考慮すると不合理とは言えない。不合理な相違について、会社は損害賠償
責任を負う。
　以上、最高裁が示した労働契約法第 20 条の判断基準を基に、実務上で無期労働契約と有期労働契約の待遇格差解消
に取り組んできたいと思います。

最高裁が示した労働契約法第 20条の判断基準（長澤運輸事件）神奈川県社会保険労務士会藤沢支部特定社会保険労務士　石川　貢

｢知って得する？｣ 社労士の独り言 第 26回
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藤沢法人会は
e-Taxを推進しています！



111位位

222位位

333位位

尾後家哲也 氏

渡辺富士雄 氏

高橋正浩 氏

〈㈲コマツチョビンエンタープライズ〉

〈フジアート㈱〉

〈㈲プラーナ〉

111位位

222位位

333位位

国井俊宏 氏

他田三津子 氏

山田則子 氏

〈㈲国井製作所〉

〈㈲工匠〉

〈㈲工匠〉

事業研修委員会が主催する税務経営セミナーでは、税理
士法人トリプル・ウイン顧問の星叡氏をお招きし、“軽減税
率導入に向けた事前準備と実務対策”と題し研修会を行
いました。

法
人
会
の
事
業

藤沢北東支部バーベキュー大会（弁慶果樹園）
5/20日 参加人数48名 5/27日 参加人数23名

6/14木 参加人数28名

6/19火 参加人数43名6/18月 参加人数17名

6/3日 参加人数218名

税務経営セミナー(藤沢法人会館) 藤沢東支部ボウリング大会
(江の島ボウリングセンター)

青年部会海岸清掃ボランティア(片瀬海岸西浜)

藤沢西支部ゴルフ大会
(芙蓉カントリー倶楽部)

茅ヶ崎三支部合同地引網大会（カネサ網）

新入会員のご紹介

※区分の正は正会員、賛は賛助会員になります。
※賛助会員としてご入会いただいた個人の方はお名前のみの表示とさせていただきます。（敬称略）

支部 法人名 /屋号 代表者名 電話所在地 業種

■平成30年4月入会

㈲桑原七十七

㈱ユーミーClass

㈱オークヒルズマネジメント

１

５

５

４

藤沢東

藤沢東

茅ヶ崎南

藤沢北

桑原　康則

渡邉　義光

野方　香織

府中　　洋

善行1-24-6-301

藤沢223-2

菱沼海岸1-7-203

鵠沼橘1-17-13

0466(53)9826

0466(86)7741

0467(81)4181

0466(55)2552

正

正

正

賛

通信工事

不動産業

サービス業

飲食店

支部 法人名 /屋号 代表者名 電話所在地 業種

■平成30年5月入会

㈱福島タイル

㈱ＮＡ建築設計事務所

㈱駿翔

㈱ライズ

㈱ユニオン

合同会社　ＫＯＳＭＯＳ

フランポネ

アルファ建装

菅野測量登記事務所

ＮＡＴＴＹ

８

７

７

２

５

８

４

８

３

７

2

藤沢南

藤沢西

藤沢西

藤沢北

藤沢北

藤沢北東

藤沢南

藤沢西

茅ヶ崎南

茅ヶ崎北西

寒川

福島　悟峰

新山奈緒美

梅木　　学

小美野　昇

斉藤　祐介

小池　且将

辻　　重勝

佐々木正良

菅野　　光

大川　晃一

羽鳥　尚子

片瀬3-3-45

城南1-20-6

城南5-3-7

長後528-7

遠藤4631-6

湘南台7-27-15

鵠沼海岸3-1-12

大庭5683-7

富士見町3-16

若松町5-29

一之宮7-4 A-804

0466(25)5553

090(1702)9986

0466(33)1444

0466(77)9653

080(7942)0045

090(7184)4825

080(5487)9924

0466(87)0465

0467(33)4516

0467(57)7591

090(4749)1620

正

正

正

正

正

正

賛

賛

賛

賛

賛

タイル工事業

設計業、内装業

建築業

建設業

設備工事業

不動産業

飲食店

建築

土地家屋調査士

美容室

社会保険労務士

区
分

医療百話医療百話

【脂肪肝とは】脂肪肝とは肝臓に脂肪が過剰に蓄積した状態で
あり、医学的には肝臓内の肝細胞の30％以上に脂肪滴（空胞）
が認められる状態をいいます。脂肪肝の手軽な診断法として
腹部超音波検査（エコー検査）があります。エコー検査でみる
と、脂肪肝では肝臓が白く見えるようになります。日本では、人
間ドック受診者の20－30％が脂肪肝との報告があります。
【脂肪肝の原因】脂肪肝の原因は大きくアルコール性と非アル
コール性に大別されます。1日の飲酒量の基準は、男性が３０
ｇ、女性が２０ｇで、ビールでいうと、男性は大瓶１本、女性は中
瓶１本以内であれば、非アルコール性です（一週間で換算すると
エタノール換算で男性２１０ｇ、女性１４０ｇ）。これに対し、ビー
ルを１日大瓶２本以上飲む場合は、アルコール性とみなされま
す。アルコール性の場合、積算飲酒量が１００％アルコールに換
算して１トンを超えると（１日５合の日本酒を毎日２０数年間摂
取した場合）肝硬変になる確率が高くなると言われています。
非アルコール性脂肪肝の原因としては、肥満、糖尿病、高脂血
症、薬剤性、栄養障害、生活習慣の乱れ（昼夜逆転の生活等）、

ストレスなどがあげられます。非アルコール性脂肪肝の状態を
放置したままにすると、肝臓に炎症が起こり（非アルコール性
脂肪肝炎といいます）、さらに肝硬変（１０年間で約１～２割）
や肝がん（年率で数％）へと進行する危険性が高くなります。
非アルコール性脂肪肝と非アルコール性脂肪肝炎を合わせて
非アルコール性脂肪性肝疾患と呼びます。非アルコール性脂
肪肝か非アルコール性脂肪肝炎かを見分けるのは、最終的に
は肝生検による組織診断が必要になります。
【治療】脂肪肝の治療は、アルコール性の場合は、節酒、禁酒で
す。非アルコール性の場合は、肥満、高脂血症、糖尿病が原因で
あれば、食事療法、運動療法を基本にして、場合により高脂血
症、糖尿病の薬物療法が必要になります。一般的には７％以上
の体重減少が目標とされますが、急激な体重減少は、かえって
脂肪肝の悪化をまねくことがあるため、１ヶ月に２～３kgの
ペースの減量が理想的です。食事は、摂取エネルギーを２５～
３５ｋｃａｌ／ｋｇ／日（糖質５０％、脂肪２０％以下、たんぱく質
１．０～１．５ｇ／ｋｇ／日）とし、三食きちんと摂り、夕食は軽
めにします。ご飯は茶碗に軽く一杯とし、揚げ物、炒め物、くだ
もの、おやつ、ジュースを控え目にし、「ゆでる、煮る、蒸す」料理
の割合を多くします。良質のたんぱく質、野菜はきちんと食べ
るようにします。食物繊維には便通を整え、コレステロールを
便とともに排泄する効果があります。運動療法は、歩行・ランニ
ング・水泳などの有酸素運動が効果的です。運動しながら会
話ができる程度の強さの運動が理想的です。できれば食直後
の運動は避けて一日３０～６０分は、時間を決めて歩くことが
推奨されます。一日７０００歩（４ｋｍ：一時間、１００～１３０歩
／分）以上歩くことを目標とします。

湘南藤沢徳洲会病院　院長 宗像博美

脂肪肝：「慢性肝疾患の中で最も
高頻度で、油断できない病気」
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111位位

222位位

333位位

尾後家哲也 氏

渡辺富士雄 氏

高橋正浩 氏

〈㈲コマツチョビンエンタープライズ〉

〈フジアート㈱〉

〈㈲プラーナ〉

111位位

222位位

333位位

国井俊宏 氏

他田三津子 氏

山田則子 氏

〈㈲国井製作所〉

〈㈲工匠〉

〈㈲工匠〉

事業研修委員会が主催する税務経営セミナーでは、税理
士法人トリプル・ウイン顧問の星叡氏をお招きし、“軽減税
率導入に向けた事前準備と実務対策”と題し研修会を行
いました。

法
人
会
の
事
業

藤沢北東支部バーベキュー大会（弁慶果樹園）
5/20日 参加人数48名 5/27日 参加人数23名

6/14木 参加人数28名

6/19火 参加人数43名6/18月 参加人数17名

6/3日 参加人数218名

税務経営セミナー(藤沢法人会館) 藤沢東支部ボウリング大会
(江の島ボウリングセンター)

青年部会海岸清掃ボランティア(片瀬海岸西浜)

藤沢西支部ゴルフ大会
(芙蓉カントリー倶楽部)

茅ヶ崎三支部合同地引網大会（カネサ網）

新入会員のご紹介

※区分の正は正会員、賛は賛助会員になります。
※賛助会員としてご入会いただいた個人の方はお名前のみの表示とさせていただきます。（敬称略）

支部 法人名 /屋号 代表者名 電話所在地 業種

■平成30年4月入会

㈲桑原七十七

㈱ユーミーClass

㈱オークヒルズマネジメント

１

５

５

４

藤沢東

藤沢東

茅ヶ崎南

藤沢北

桑原　康則

渡邉　義光

野方　香織

府中　　洋

善行1-24-6-301

藤沢223-2

菱沼海岸1-7-203

鵠沼橘1-17-13

0466(53)9826

0466(86)7741

0467(81)4181

0466(55)2552

正

正

正

賛

通信工事

不動産業

サービス業

飲食店

支部 法人名 /屋号 代表者名 電話所在地 業種

■平成30年5月入会

㈱福島タイル

㈱ＮＡ建築設計事務所

㈱駿翔

㈱ライズ

㈱ユニオン

合同会社　ＫＯＳＭＯＳ

フランポネ

アルファ建装

菅野測量登記事務所

ＮＡＴＴＹ

８

７

７

２

５

８

４

８

３

７

2

藤沢南

藤沢西

藤沢西

藤沢北

藤沢北

藤沢北東

藤沢南

藤沢西

茅ヶ崎南

茅ヶ崎北西

寒川

福島　悟峰

新山奈緒美

梅木　　学

小美野　昇

斉藤　祐介

小池　且将

辻　　重勝

佐々木正良

菅野　　光

大川　晃一

羽鳥　尚子

片瀬3-3-45

城南1-20-6

城南5-3-7

長後528-7

遠藤4631-6

湘南台7-27-15

鵠沼海岸3-1-12

大庭5683-7

富士見町3-16

若松町5-29

一之宮7-4 A-804

0466(25)5553

090(1702)9986

0466(33)1444

0466(77)9653

080(7942)0045

090(7184)4825

080(5487)9924

0466(87)0465

0467(33)4516

0467(57)7591

090(4749)1620

正

正

正

正

正

正

賛

賛

賛

賛

賛

タイル工事業

設計業、内装業

建築業

建設業

設備工事業

不動産業

飲食店

建築

土地家屋調査士

美容室

社会保険労務士

区
分

医療百話医療百話

【脂肪肝とは】脂肪肝とは肝臓に脂肪が過剰に蓄積した状態で
あり、医学的には肝臓内の肝細胞の30％以上に脂肪滴（空胞）
が認められる状態をいいます。脂肪肝の手軽な診断法として
腹部超音波検査（エコー検査）があります。エコー検査でみる
と、脂肪肝では肝臓が白く見えるようになります。日本では、人
間ドック受診者の20－30％が脂肪肝との報告があります。
【脂肪肝の原因】脂肪肝の原因は大きくアルコール性と非アル
コール性に大別されます。1日の飲酒量の基準は、男性が３０
ｇ、女性が２０ｇで、ビールでいうと、男性は大瓶１本、女性は中
瓶１本以内であれば、非アルコール性です（一週間で換算すると
エタノール換算で男性２１０ｇ、女性１４０ｇ）。これに対し、ビー
ルを１日大瓶２本以上飲む場合は、アルコール性とみなされま
す。アルコール性の場合、積算飲酒量が１００％アルコールに換
算して１トンを超えると（１日５合の日本酒を毎日２０数年間摂
取した場合）肝硬変になる確率が高くなると言われています。
非アルコール性脂肪肝の原因としては、肥満、糖尿病、高脂血
症、薬剤性、栄養障害、生活習慣の乱れ（昼夜逆転の生活等）、

ストレスなどがあげられます。非アルコール性脂肪肝の状態を
放置したままにすると、肝臓に炎症が起こり（非アルコール性
脂肪肝炎といいます）、さらに肝硬変（１０年間で約１～２割）
や肝がん（年率で数％）へと進行する危険性が高くなります。
非アルコール性脂肪肝と非アルコール性脂肪肝炎を合わせて
非アルコール性脂肪性肝疾患と呼びます。非アルコール性脂
肪肝か非アルコール性脂肪肝炎かを見分けるのは、最終的に
は肝生検による組織診断が必要になります。
【治療】脂肪肝の治療は、アルコール性の場合は、節酒、禁酒で
す。非アルコール性の場合は、肥満、高脂血症、糖尿病が原因で
あれば、食事療法、運動療法を基本にして、場合により高脂血
症、糖尿病の薬物療法が必要になります。一般的には７％以上
の体重減少が目標とされますが、急激な体重減少は、かえって
脂肪肝の悪化をまねくことがあるため、１ヶ月に２～３kgの
ペースの減量が理想的です。食事は、摂取エネルギーを２５～
３５ｋｃａｌ／ｋｇ／日（糖質５０％、脂肪２０％以下、たんぱく質
１．０～１．５ｇ／ｋｇ／日）とし、三食きちんと摂り、夕食は軽
めにします。ご飯は茶碗に軽く一杯とし、揚げ物、炒め物、くだ
もの、おやつ、ジュースを控え目にし、「ゆでる、煮る、蒸す」料理
の割合を多くします。良質のたんぱく質、野菜はきちんと食べ
るようにします。食物繊維には便通を整え、コレステロールを
便とともに排泄する効果があります。運動療法は、歩行・ランニ
ング・水泳などの有酸素運動が効果的です。運動しながら会
話ができる程度の強さの運動が理想的です。できれば食直後
の運動は避けて一日３０～６０分は、時間を決めて歩くことが
推奨されます。一日７０００歩（４ｋｍ：一時間、１００～１３０歩
／分）以上歩くことを目標とします。

湘南藤沢徳洲会病院　院長 宗像博美

脂肪肝：「慢性肝疾患の中で最も
高頻度で、油断できない病気」
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会報広告掲載
チラシ広告封入サービスのご案内

●会報広告掲載は、

●チラシ広告封入は、A4サイズ1枚10円（税込）
※封入枚数分事前にご用意下さい。
※配達エリアを藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町に分けることも
出来ます。〈指定がない場合は全域（約3500件）となり
ます。〉

カラー全面　（裏表紙）
カラー全面　（中　頁）
カラー半面　（中　頁）
カラー1/3面 （中　頁）
カラー1/4面 （中　頁）

→30,000円
→20,000円
→10,000円
→5,000円
→3,000円

　藤沢法人会では会報誌『しおかぜ』を年6回（奇数
月）に発行しています。会報誌面広告の他に、会報誌
発送の際のチラシ広告封入サービスを始めました！
企業PRや各種イベント・セミナー案内、販売促進に
ご活用下さい。

金額はすべて税込。完全版下原稿でお申込み願います。

会報誌面広告とチラシ広告封入の申込や、チラシ納品から封入ま
でのスケジュールについてのお問い合わせは、事務局 木村まで。

電話 0466（22）6444

地域の会員企業紹介ページは無料です。

業　種  建築
事業内容  外装・内装タイル工事
 外構・左官工事
代表者  玉野井　潤
住　所  茅ヶ崎市堤 625 － 1
電　話  0467（52）4403
F A X  0467（54）1470
メール  world_tile@jcom.home.ne.jp
U R L  https://www.world-tile.com/
F 　 B  https://www.facebook.com/worldtile/

業　種  葬祭業
事業内容  ご遺族、ご親族の皆様が満足でき、｢かなしみに、
 しあわせを、頼れる家族のひとりとして｣ を
 社是とし、ご葬儀の施行からアフターフォロー
 まで全ておまかせ下さい。
代表者 　和田江理佳
住　所 　藤沢市辻堂元町 4-8-10
電　話 　0466（53）7041
F A X 　0466（53）7042
メール 　info@enishi-hall.link
U R L  http://www.enishi-hall.link/

業　種  インテリア、内装業
事業内容  ●オーダーカーテン、ブラインド等販売・施工
 　☆国内外有名ブランド取扱い

 ●ハンターダグラスギャラリー湘南鎌倉併設
 ●内装リフォーム工事
 　☆床・壁紙クロス貼り替え等

 　☆タイル貼・インテリアタイル貼・エコカラット施工等

 ●大手ハウスメーカー様・周辺地元工務店様施工実績有
代表者  金子　宏
住　所  ショールーム：鎌倉市腰越２－９－１（腰越漁港内）
電　話  0467（33）0667
F A X  0467（33）0674
メール  info@space21.jp
U R L  http://www.space21.jp/

有限会社 ワールドタイル

セレモニーホール えにし（株式会社 えにし） スペース 21 有限会社

地 域 の 会 員 企 業 紹 介
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取材・掲載ご希望の方は事務局まで御連絡ください。　取材・文 ／ 渡辺里佳　　協力 ／ 株式会社 湘南社　http://shonansya.com

　戦後間もなく創業し、70年以上の歴史を持つ和菓
子処の「丸寿」。店主の岡崎秀一さんは、高校卒業後、
東京製菓学校で基礎と知識を学び、3年間の修行を
積んだ後、昭和58年、22歳で店を継承しました。
　当時は、和菓子以外にもパンなどの食品も売ってい
たため、「和菓子だけを扱う専門店にしたかったんで
す。昔は “技術は見て覚えろ”、“感覚でやれ”というと
ころがありましたので、考え方の相違で父とはぶつか
りましたね」と振り返ります。
　「お菓子ってじつは科学なんです。きちんと数値化
しておけば、次世代にも伝統の味が継承できると思
い、研究を重ねてきました」。看板銘菓の「大庭城最中」
は、2代目・岡崎幹雄さんが郷土に対する思いを込めて
考案し、3代目･秀一さんとともに形にした傑作です。
　ほかに、柑橘果物がまるごと入った「湘南ゴールド
大福」や季節の和菓子が人気。夏は、「水ようかん」、
「くず桜」、「金魚鉢」、生麩を使った「麸まんじゅう」
などが店頭に美しく並びますが、受注生産も多く、
「お赤飯」や「紅白まんじゅう」などの慶弔、祭事関連
で、個人宅だけでなく神社仏閣や自治体などにもお届
けしています。
　現在は、岡崎さん夫婦とご両親、4代目の長男・健太
さんも頼りになる存在として加わり、地元のみなら
ず、多くのファンが「丸寿」を訪れています。

神奈川産「湘南ゴールド」をまるごと包んだ爽やか風味の
「湘南ゴールド大福」。(1個350円)
▲

年間通して受注の多い「お赤
飯」は、折り詰めのほか保温状
態でのお届けも。

▲

｢大庭城最中｣(1個160円)。
献上銘菓にも選ばれた逸品。

▲

夏の和菓子の定番「水ようか
ん」と「くず桜」。すべて心をこめ
た手づくり。

▲

予約・お問い合わせ / TEL: 0466-36-7938
住　   所 / 神奈川県藤沢市羽鳥3-20-9
         　　東海道線辻堂駅より徒歩20分
         　　辻堂入口バス停より徒歩2分
営業時間 / 7：30～19：00
定 休 日/ 火曜日

御菓子処　丸寿

日本の伝統文化を伝える、美味しくて美しい和菓子の世界

御菓子処「丸寿」さん

おじゃましましたおじゃましました
vol.020

会員訪問

甘さ控えめ。
自然の素材と風味を
大切にしています！
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松
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と
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こ
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